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小牧税務署からのお知らせ

パソコンやスマホで
ご自宅から

申告できます！
新型コロナウイルス感染症の予防のため、
ぜひパソコン・スマホから申告を !
　多くの方が訪れる確定申告会場に出向かなくても、パソ
コンやスマートフォンを活用し、ご自宅から申告書の作成・
提出ができます。感染症の感染防止のため、本年はより安
心・安全・便利なご自宅からの申告をお願いします。

申告書の作成・送信は、

国税庁ホームページで！

「国税庁動画チャンネル」では、
確定申告の方法等を動画で紹介
しています！

国税庁動画チャンネル

確定申告書等作成コーナーの
操作方法に関するお問合せ

マイナンバーカードをご利用になる場合の
ICカードリーダライタの
設定などに関するお問合せ

e-Tax・作成コーナー
ヘルプデスク

蘂 0570-01-5901
　　　　午前９時から 午後５時
土日祝日、12月 29日から１月３日を除く
受付時間は時期により延長する場合があり
ますので、最新の情報をｅ-Tax ホームペー
ジでご確認ください。
上記の電話番号がご利用できない場合は、
蘂 03-5638-5171（有料）をご利用ください。

マイナンバー総合フリーダイヤル
蘂 0120-95-0178
　　　　平日　午前９時から 午後８時
土日祝日　午前９時30分 から午後５時30分
12月29日から１月３日を除く
受付時間は、変更される場合がありますので、内
閣府のホームページでご確認ください。
上記の電話番号がご利用できない場合は、
蘂03-5638-5171（有料）をご利用ください。

受付時間 
※
※
※

※

申告に関する一般的なご相談は確定申告相談センターへ

小牧税務署　蘂 0568-72-2111 電話は自動音声によりご案内します。
ご用件に応じて次の番号を選択してください。

受付時間
 
※
※

※

マイナンバーカードを使って送信 IDとパスワードで送信

※印刷して郵送等で税務署に提出することもできます。

所得税および復興特別所得税・消費税および地方消費税の
確定申告、贈与税の申告に関するご相談の場合

確定申告相談センター

電話相談センター（税務相談室職員がお答えします）

税務署

消費税軽減税率制度に関する専用窓口

（３月15日豺までご利用できます）

国税に関する一般的なご相談の場合

税務署からの照会やお尋ねまたは職員にご用の場合

消費税の軽減税率制度に関するご相談

国税局猶予相談センター新型コロナに関する特例猶予等の相談

内容 番号 受付先

１
２
３
4

０

令和２年分　確定申告会場について

　令和２年分の確定申告における申告会場は、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策のため、会場
の混雑を回避するためします、次のように対応（予定）します。各会場では、特定の時間帯に来場者が
集中することで、三密状態が発生しないよう混雑状況により、後日の来場をお願いする場合があります。

上記会場開設期間中は税務署内での申告相談はおこないません。  
開設時間：午前９時から午後５時　（土・日曜日・祝日を除く）
　 ２月 21日豸・28日豸に限り、小牧市公民館にて申告相談をおこないます。
申告期限　所得税、復興特別所得税および贈与税は３月15日豺
　個人事業者の消費税および地方消費税は３月31日貉
●会場への入場には「入場整理券」が必要となります（詳しくは国税庁ホームページをご覧ください）。

日付・会場 開催内容

２月８日豺から３月15日豺

３月16日貂から30日貂

小牧市公民館
　小牧市小牧２丁目107

小牧勤労センター
　小牧市上末2233番地２

本年の確定申告では、公的年金を受給される方を主な対象として
２月８日豺から小牧市公民館で申告相談を受け付けます。
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掲載コードのリンク先は予告なく変更または削除する場合があります。

申告義務のない方がおこなう還付申告（年末調整済の給与所得のみの方が
医療費控除や寄附金控除により還付を受けられる場合など）や、個人事業
者の消費税の申告相談は、３月16日貂から30日貂まで小牧勤労センター
でおこないます。

確定申告について
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ほほえみホール

２月１日豺から 15日豺
３月１日豺から 15日豺

２月 16日貂から 26日貊

申
告
書
は

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
作
成
で
き
ま
す
！

持
参
す
る
も
の　

▽
認
印

▽�

申
告
に
よ
り
税
金
が
還
付
さ
れ
る
方

は
、
申
告
者
名
義
の
口
座
情
報
（
金
融

機
関
名
、
支
店
名
、
預
金
種
別
、
口
座

番
号
）
が
確
認
で
き
る
も
の
（
通
帳
等
）

▽�

申
告
に
必
要
な
書
類
（
源
泉
徴
収
票

や
保
険
料
支
払
額
証
明
書
等
）

▽�
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
写
し

▽�
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち
で

な
い
方
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
記
載

さ
れ
た
住
民
票
の
写
し
と
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
の
持
ち
主
で
あ
る
こ
と
を
確

認
で
き
る
身
元
確
認
書
類
（
運
転
免

許
証
等
）
の
写
し

※�

通
知
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
方
は
、
令

和
２
年
５
月
25
日
時
点
で
交
付
済
か

つ
記
載
事
項
に
変
更
が
な
い
、
ま
た

は
正
し
く
変
更
手
続
き
が
と
ら
れ
て

い
る
も
の
に
限
り
ま
す
。

▽�

国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
に

必
要
な
利
用
者
識
別
番
号
・
暗
証
番

号
を
お
持
ち
の
方
は
、
番
号
が
分
か

る
も
の
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

16 令和 3 年 2 月

大口町役場税務課からのお知らせ



▽
自
動
車
等
を
廃
車
・
譲
渡
し
た
ら

原
動
機
付
自
転
車
お
よ
び
小
型
特
殊
自
動
車 

ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
・
印
か
ん
・
標
識

交
付
証
明
書
を
持
参
し
、
役
場
税
務
課

で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
自
動
車
等
を
購
入
し
た
ら

原
動
機
付
自
転
車
お
よ
び
小
型
特
殊
自
動
車

印
か
ん
・
販
売
証
明
書
ま
た
は
譲
渡
証

明
書
を
持
参
し
、
15
日
以
内
に
役
場
税

務
課
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

住
所
な
ど
申
告
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た

場
合
も
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▽ 

原
動
機
付
自
転
車
お
よ
び
小
型
特
殊
自

動
車
以
外
の
手
続
き
場
所

▽�

普
通
自
動
車
・
小
型
自
動
車
・
１
２
６

c
c
以
上
の
二
輪
車

愛
知
運
輸
支
局
小
牧
自
動
車
検
査
登
録

事
務
所
　
蘂
０
５
０
―
５
５
４
０
―
２
０
４
８

▽�

軽
自
動
車
６
６
０
c
c
以
下
の
三
輪
四

輪
自
動
車

軽
自
動
車
検
査
協
会
　
蘂
０
５
０
―
３
８
１
６

―
１
７
７
３�

※
車
両
ご
と
に
異
な
り
ま
す
。

問
合
せ
先　

税
務
課　

蘂
95
―

１
１
１
３

税
に
関
す
る
手
続
き
の
お
知
ら
せ

17令和 3 年 2 月

期
間　

２
月
16
日
貂
か
ら
26
日
貊　

※
土
・
日
・
祝
日
は
除
き
ま
す
。

時 

間　

午
前
９
時
か
ら
正
午
、
午
後
１
時

か
ら
４
時

※ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止
の
た

め
、
一
時
間
毎
に
入
場
を
制
限
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
午
前
８
時
45
分
よ
り

整
理
券
を
ほ
ほ
え
み
ホ
ー
ル
入
口
に
て

配
布
し
ま
す
の
で
、
整
理
券
を
持
参
の

上
ご
来
場
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
特
定
の

時
間
帯
に
来
場
者
が
集
中
し
た
場
合
は
、

後
日
の
来
場
を
お
願
い
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

▽ 

大
口
町
の
確
定
申
告
会
場
で
は
、
土
地
・

建
物
や
株
式
等
の
譲
渡
所
得
の
申
告
は

で
き
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
申
告
書
の
提
出
の
み
で
あ
れ

ば
大
口
町
の
確
定
申
告
会
場
で
も
受
け

付
け
し
ま
す
。

▽ 

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
（
住
宅
ロ
ー

ン
控
除
）
の
適
用
を
初
め
て
受
け
ら
れ

る
方
は
、
小
牧
市
公
民
館
の
確
定
申
告

会
場
と
な
り
ま
す
。

大
口
町
の
確
定
申
告
会
場
は　

ほ
ほ
え
み
プ
ラ
ザ
（
健
康
文
化
セ
ン
タ
ー
）
４
階 

ほ
ほ
え
み
ホ
ー
ル
で
す

▽ 

申
告
を
さ
れ
た
場
合
、
ふ
る
さ
と
納
税

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
制
度
は
適
用
さ
れ

ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▽ 

特
定
配
当
等
お
よ
び
特
定
株
式
等
譲
渡

所
得
金
額
に
係
る
所
得
は
、
納
税
通
知

書
送
達
前
ま
で
に
申
告
く
だ
さ
い
。
送

達
後
に
申
告
さ
れ
ま
す
と
、
町
・
県
民

税
に
算
入
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
損
益
通
算
や
繰
越
控

除
に
つ
い
て
も
同
様
と
な
り
ま
す
。

▽ 
利
用
者
識
別
番
号
・
暗
証
番
号
を
お
持

ち
の
方
は
、
番
号
の
分
か
る
も
の
を
お

持
ち
く
だ
さ
い
。

▽ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
予
防
の

た
め
、
よ
り
安
心
・
安
全
・
便
利
な
ご

自
宅
か
ら
申
告
が
で
き
る
e
ー

T
a
x

（
国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
）
の

ご
利
用
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　

町
県
民
税
の
申
告
は
、
２
月
１
日

豺
か
ら
『
役
場
税
務
課
』
で
受
け
付

け
を
お
こ
な
い
ま
す
。
た
だ
し
、
２

月
16
日
貂
か
ら
26
日
貊
の
確
定
申
告

期
間
中
は
、『
ほ
ほ
え
み
ホ
ー
ル
』

で
の
受
け
付
け
と
な
り
ま
す
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

　

３
月
１
日
豺
以
降
に
確
定
申
告
を

さ
れ
る
場
合
は
、
小
牧
市
公
民
館

の
確
定
申
告
会
場
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。
上
記
の
期
間
中
以
外
は
、
大
口

町
で
は
確
定
申
告
の
受
付
を
お
こ

な
っ
て
い
ま
せ
ん
。

大口町役場

中央公民館

温水プール

総合運動場総合運動場

国
道
41
号
線

国
道
41
号
線

北

ほほえみプラザ
（健康文化センター）
ほほえみプラザ
（健康文化センター）

新
宮
２

新
宮
２
北

問
合
せ
先　

税
務
課　

蘂
95
―

１
１
１
２

期
間　

２
月
16
日
貂
か
ら
26
日
貊　

※
土
・
日
・
祝
日
は
除
き
ま
す
。

時 

間　

午
前
９
時
か
ら
正
午
、
午
後
１

時
か
ら
４
時

※ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止
の

た
め
、
一
時
間
毎
に
入
場
を
制
限
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
午
前
８
時
45

分
よ
り
整
理
券
を
ほ
ほ
え
み
ホ
ー
ル

入
口
に
て
配
布
し
ま
す
の
で
、
整
理

券
を
持
参
の
上
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
特
定
の
時
間
帯
に
来
場
者
が

集
中
し
た
場
合
は
、
後
日
の
来
場
を

お
願
い
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で

ご
了
承
く
だ
さ
い
。


